
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年５月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２横第１３６号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２４年８月５日（日） １０時３０分ごろ 

発生場所 愛知県西尾市毛無島東方沖  

 毛無島灯台から真方位１２０°８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４６.２′ 東経１３７°０８.６′） 

事故等調査の経過  平成２４年８月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート Ａｍｉｇｏ
ア ミ ー ゴ

、５トン未満（長さ６.９６ｍ） 

 ２５０－２７６４５愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機アウトドライブ脱落、右舷船尾に破口、右舷船首ＦＲＰ剝   

離、右舷外板脱落 

 事故等の経過  本船は、船長ほか１人が乗船し、毛無島東方沖において、揚錨した

ところ、網状のものが錨に絡んでいたので、これを取り除く作業をし

て漂泊中、風波に圧流され、平成２４年８月５日１０時３０分ごろ毛

無島東方沖の浅瀬に乗り揚げた。 

 乗船者２名は、救助され、本船は、手配した台船に乗せられて西尾

市所在のマリーナに運ばれた後、廃船処理された。  

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ４ 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、毛無島東方沖において、錨に絡んだ網状のものを取り除く

作業をして漂泊中、風波に圧流されたことから、毛無島東方沖の浅瀬

に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、毛無島東方沖において、錨に絡んだ網状のもの

を取り除く作業をして漂泊中、風波に圧流されたため、毛無島東方沖

の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・島の近くでは頻繁に船位を確認し、風波による圧流で浅瀬に乗り



 

揚げることのないように配慮すること。 

 




